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東 金 市  

 

東金市特定事業主行動計画 

～“仕事と家庭の両立”を目指して～ 

 

  「次世代育成支援対策推進法」に基づく特定事業主行動計画 

  「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく特定

事業主行動計画 
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東金市特定事業主行動計画 

                       平成２８年３月改訂 

東金市長 

東金市議会議長 

東金市教育委員会 

東金市選挙管理委員会 

東金市代表監査委員 

東金市農業委員会 

東金市公営企業管理者 

 

は じ め に 

急速な少子化の進行や家庭及び地域を取り巻く環境が変化しているなかで、

社会全体が次世代育成に向けた対策に取り組むことが求められてきました。国、

地方公共団体及び企業等が一体となって対策を進め、次代の社会を担う子ども

たちが健やかに生まれ、育てられる環境の整備を図るため、10 年間の時限立

法として平成 15 年 7 月に「次世代育成支援対策推進法」が制定されました。 

この法律は、事業主として国及び地方公共団体を「特定事業主」と位置づけ

一事業主としての立場から、職員が仕事と子育てを両立できるよう、職場環境

の整備等を盛り込んだ「特定事業主行動計画」を策定するよう求めたものです。 

本市においては、平成 17 年３月に「東金市特定事業主行動計画」を策定し、

平成 21 年度までを前期行動計画とし、平成 22 年度～26 年度までを後期行

動計画として、様々な次世代育成支援対策に取り組んできました。 

しかしながら、少子化の進行は歯止めが効かず、引き続き事業主における仕

事と子育ての両立について、より一層の取り組みの推進が必要であるとして、

時限立法であった「次世代育成支援対策推進法」の改正が行われ、法律の有効

期限が平成 37 年 3 月 31 日まで 10 年間延長されました。 

また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が平成２７年９月

に制定され、同法第１５条の規定に基づき、地方公共団体においても特定事業

主行動計画を定めなければならないとされています。 

こうしたことから、「東金市特定事業主行動計画」においても、改正後の次世

代育成支援対策推進法並びに女性の職業生活における活躍推進に関する法律に

基づきながら、出産・育児における仕事と子育ての両立、子育て中の職員だけ

でなく全職員が自分のライフステージに合わせて「仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）」のとれた職場環境づくりを目指します。 
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Ⅰ 計画期間                  

 この計画は、平成２７年度から平成３１年度までの５年間を前期計画期間と

します。  

 

Ⅱ 計画の推進体制               

 計画の実施にあたっては、本計画を実行性のあるものとするため、以下の３

点について推進します。 

 

（１）計画の策定・推進および見直しのための体制 

本計画を円滑かつ効果的に推進するため、年度ごとに目標の達成状況

を把握するとともに、必要な計画の見直し等を行うことで、本計画の実

効性を確保するよう努めます。 

 

（２）職員に対する情報提供および相談対応 

次世代育成支援対策及び女性職員の活躍推進に関する情報提供等を実

施します（啓発資料や行動計画を庁内掲示板等で周知する）。 

また、子育てと仕事の両立支援についての相談（情報提供）窓口を設

置し、職員が気兼ねなく子育て等の相談を受けられる体制を整備します。 

 

（３）所属長による職場環境の整備 

    本計画を推進する上で、所属長の果たす役割は極めて大きい。所属長

は、次世代育成支援に関する職員の意識向上や組織経営戦略としても女

性職員の活躍が重要であるという意識について、職場環境の整備は自ら

の責務であることを再認識するとともに、自ら率先垂範して本計画の推

進に努めます。 

 

Ⅲ 具体的支援策                 

 本計画では、職員が仕事と子育てを両立させ、職場においてその能力を十分

に発揮できる環境づくりを目指し、次にあげる具体的な支援策について推進し

ます。 

 なお、休暇制度や勤務形態など、公務員の服務に関する法制度の改正があっ

た場合は、次世代育成支援の観点から検討を行うこととし、本計画に資するも

のについては、積極的に支援策として導入していきます。 
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１ 各種制度の周知 

母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇や育児休

業等の休暇制度、出産費用の給付等経済的支援措置など、仕事と育児の両

立を支援する制度について取りまとめたパンフレットを作成します。 

また、必要に応じて各種制度の内容や活用法、更新された情報などを庁

内掲示板等を活用して提供します。 

 

２ 妊娠中及び出産後における配慮 

  妊娠から出産、育児期間中の各種制度について、周知徹底を図るととも

に、子育て中の職員および配偶者の勤務環境等に配慮します。 

（１）事務分担の見直し 

所属長は、職員が妊娠を申し出た場合、当該職員が属する部署の事務

計画や事務分担を見直し、当該職員の負担とならないよう母性保護に努

めます。また、このことによって特定の職員に負担がかかることのない

ように配慮します。  

     

（２）妊娠中の職員の時間外勤務の制限 

所属長等は、妊娠中の職員の健康や安全を考え、過度に負担のかかる

業務や危険が伴う業務、時間外勤務命令について配慮し、本人の希望が

ある場合は、時間外勤務を原則として命じません。  

   ・職員は妊娠したことがわかったら早めに所属長に報告し、自己の健康や安全を 

    考え、無理をしないよう心がけましょう。 

 

（３）子どもの出生時における父親の休暇の取得 

    父親となる職員は、子どもの出生時には特別休暇（配偶者の出産休暇 

   ５日間）とあわせて年次休暇を積極的に取得し、家族の時間を大切にす 

   るとともに、産後間もない妻をサポートします。  

   ・所属長は、父親となる職員が休暇を取得できるよう業務分担に配慮しましょう。 

 

     

 

 

 

 

３ 育児休業等を取得しやすい環境の整備等 

休業に関する制度情報を提供して、育児休業等を取得しやすくします。 

このような取り組みを通じて、 

男性職員の配偶者出産休暇（５日）の取得率を平成３１年度まで

に取得率を１００％とします。 
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（１）育児休業体験談等の情報提供 

育児休業等取得者の体験談や、育児休業を取得しやすい職場環境づく

りの取組例などの情報を職員に提供し、職場内の育児休業等に対する理

解を深め、育児休業等の取得がしやすい環境の醸成を図ります。 

 

（２）子育てする職員が育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成 

    職員が安心して育児休業等を取得できるよう、取得申出があった場合 

   は、当該職員が属する部署の事務計画や事務分担の見直しを速やかに行 

   います。 

 

（３）育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰への支援 

所属長は育児休業からのスムーズな職場復帰を促すため、職場の情報

等を定期的に提供し、双方向的に情報交換が行える機会を積極的に創出

します。また、復職時における職場内研修等を必要に応じて実施します。 

 

４ 男性職員による積極的な制度活用 

配偶者の出産や育児に関する休暇について、男性職員が積極的に申請で

きる環境づくりに努めます。 

（１）育児のための連続休暇を取得しやすい環境づくり 

   所属長は、年次休暇と妻の出産や子の看護のために設けられた特別休暇 

  等を組み合わせた連続休暇の取得を促進するとともに、取得しやすい環境 

  づくりに努めます。 

 

（２）育児休業等を取得しやすい環境づくり 

   育児休業の取得率について、女性職員が 100％取得しているのに比べ、 

  男性職員は取得者が少ない状況であるため、男女がともに子育てを担う意 

  識の定着や仕事と家庭の両立を支援する職場風土の醸成を促進し、特に妻 

  の産後８週間の期間について、父親が積極的に育児休業を取得することが 

  できる職場の環境づくりに努めます。 

   また、事業主は、育児休業取得職員の昇格について基準の見直しについ

て検討します。 

    子の出生の日から５７日の期間内に最初の育児休業をした男性職員については、 

    再び育児休業を取得することができます。 

 

     

 

このような取り組みを通じて、 

育児休業の取得率を平成３１年度までに男性職員５％以上・女

性職員 100％(現状維持)とします。 

 



- 5 - 

 

５ 小学校就学前の子どもを育てる職員に対する支援策 

  該当する職員について下記に掲げる支援をします。 

   ○所属長は、子育てをする職員の急な休みにも対応できる職場体制に取 

    り組み、子どもの看護休暇が取得しやすい職場環境をつくります。 

   ・子育てをする職員は、急に休みを取得することになっても業務に支障をきたすこ 

    とのないよう、日々の仕事を整理しておきましょう。 

   ○所属長は、育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の制度を 

    理解し、子育て期の職員の勤務には十分な配慮を行います。 

勤

務

制

限 

深夜勤務の制限 

(午後 10 時～午前 5 時) 

小学校就学前の子の育児・看護を行なう職員が請求した場合

は、深夜における勤務をさせてはならない。 

時間外勤務の制限 

①小学校就学前の子の育児・看護を行なう職員が請求した 

 場合は 1 月について 24時間、1年について 150 時間を 

 超えて、時間外勤務をさせてはいけない。 

②3 歳未満の子のいる職員が請求した場合は、時間外勤務を 

 させてはいけない。 

 

６ 時間外勤務の縮減   

   時間外勤務を縮減し、家族と触れ合う時間を増やします。 

 所属長は、時間外勤務を縮減するため、計画的な業務の推進、事務の簡 

素化、情報化の推進等を図るとともに、勤務時間の弾力的な割り振りに取 

り組みます。 

   また、長時間の時間外勤務が継続する場合は、必要に応じて産業医によ 

  る健康相談を実施するなど、職員の健康状態の十分な把握に努めます。 

  ・残業の多い人＝仕事ができる人と思っていませんか? 

   ⇒効率的に仕事を行なう人が本来の「仕事ができる人」という意識を持ちましょう。 

  ・特に用も無いのに定時を過ぎても職場に居残っていませんか? 

   ⇒電気のムダにもなります。仕事は一旦定時で区切り、明日出来ることは明日や 

    る意識を持ちましょう。 

  ・「付き合い残業」をさせていませんか? 

   ⇒特に異動してきたばかりの人は、まわりに気を使うものです。上司や先輩職員 

    は、帰りやすい職場環境に配慮しましょう。 

  ・勤務時間の弾力的な割り振りを活用していますか？ 

   ⇒勤務時間のフレックスを有効に活用しましょう。 

 

     

 

このような取り組みを通じて、 

職員の１年間の時間外勤務時間数について、平成３１年度までに

360 時間を超えることが無いように努めます。 
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７ 休暇取得の促進 

  年次休暇等の取得を促進し、職員が家族と触れ合う時間を増やします。 

○年次休暇の取得の促進 

所属長は、業務配分の見直し、職場内の応援体制の強化等職員が休暇

を取りやすい環境づくりに努め、年次休暇等の取得状況を定期的に把握

し、計画的な年次休暇の取得促進に努めます。 

○連続休暇等の取得の促進 

所属長は、国民の祝日等とあわせた計画的な年次休暇の取得により、

連続休暇の取得促進を図ります。また、連続休暇の取得促進のため、休

日に挟まれた日や夏季休暇期間中の月曜日と金曜日における会議等の自

粛に努めます。 

   ・業務計画や予定を早めに所属職員に周知し、休暇を取りやすい環境を作りましょ

う。 

   ・安心して休暇が取得できるよう、職場内の応援体制をつくり、職員同士がお互い

に声を掛け合い、仕事を助け合う職場風土をつくりましょう。 

   ・管理職は率先して休暇を取得し、職員が休暇を取得しやすい雰囲気をつくりまし

ょう。 

   ・新人や異動してきたばかりの人は、休暇取得に遠慮しがちです。緊張で疲れもた

まりやすいので、上司や先輩職員は配慮しましょう。 

   ・勤続 20年のリフレッシュ休暇対象者は、年次休暇とあわせて連続休暇を取得し

ましょう。 

   ・遊び上手は仕事上手。「しっかりした休みをとってこそ、良い仕事ができる」とい

う意識を持ちましょう。 

 

 

     

 

 

８ 女性職員の活躍推進に向けた取り組みについて 

  本市では、女性職員の活躍推進を実施していくために、以下の取り組みを

進めます。 

 （１）女性職員の管理職登用及び採用 

女性職員の管理職登用について、積極的に推進し、行政施策における女性

の参画の拡大に努めます。また、将来の中枢幹部として必要な政策形成能力

等を修得し、かつ、管理職意識を涵養することを目的に、女性職員を対象と

する研修（自治大学校等）への派遣を行います。 

このような取り組みを通じて、 

職員の年次休暇の平均消化率を平成３１年度までに 30％（11

日）以上とします。 



- 7 - 

 

○平成２７年度管理職 女性登用率（庁内） 

 

   

     

 

 

  職員の採用については、東金市職員任用規則に基づき公正平等な職員の採

用を実施しています。また、女性の採用試験の受験者数を引き上げ、女性職

員採用の占める割合を上げられるよう取り組みます。 

また、大学の就職説明会やインターンシップ等の活用により女性の働きや

すい職場のアピールに努めます。 

 

○女性職員採用の占める割合 
   

年 度 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 

採用職員数（人） 18 35 27 33 

女性職員数（人） 11 21 11 17 

採用率（％） 61.11% 60.00% 40.74% 51.52% 

 

（２）柔軟な人事管理 

 女性職員の活躍推進に向け、出産・子育てを迎える前、又は出産・子育て

を越えてから、女性職員に充実した仕事の経験を積み重ねることが重要であ

り、可能な範囲でそのような経験を積み重ねることができるよう、柔軟な人

事異動、人事配置に配慮します。 

 

 （３）男女を通じた働き方改革への取り組み 

  育児や介護等の事情により、すべての労働者等が十分な能力を発揮できる

ようにするためには、長時間労働を前提としない働き方の構築、人事評価へ

の反映等これまでの働き方に関する意識改革を進めます。 

 

9 その他の次世代育成支援対策に関する事項 

○子育てバリアフリー 

子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、全職員で率先して親

切な対応を行なうなど、ソフト面でのバリアフリーに取り組みます。 

管理職数 男性管理職数 登用率 女性管理職数 登用率 備 考 

76 71 93.4% 5 6.6% 庁内職員 

このような取り組みを通じて、 

女性職員の庁舎内管理職登用率を、平成 3１年度までに、１０％

以上を目指します。 
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 ・管理職等は、職員への指導を適宜お願いします。 

○子育てに関する地域貢献活動 

職員が、地域に貢献する子育て支援活動として、スポーツや文化活動

等に積極的に参加できるよう、職場の環境づくりに努めます。 

   ・スポーツや文化活動など、子育てに関する活動に役立つ特技や知識を持っている 

   職員や、地域の子育てに関する活動に意欲のある職員は、機会を捉えて積極的に 

   参加しましょう。 

  ・地域や学校の運動会などの行事には、家族みんなで参加しましょう。 

  ・所属長は、職員が地域活動に参加しやすくなるよう支援しましょう。 

○インターンシップによる受入 

  中学生・高校生・大学生の就業体験の機会を提供するため、生徒・学 

 生を積極的に受け入れます。 

○子どもの安全を守る環境づくり 

  夜間巡回防犯パトロールを行なうほか、地域住民による自主防犯活動 

 を支援します。また、小学校での交通安全教室の開催や、職員に対して 

 安全運転や交通事故の防止について指導を行ないます。 


